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（１）人件費の状況（令和6年度一般会計決算）

総支出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A） 前年度の人件費率

4,920,334千円 653,269千円 13.3％ 12.1％

（２）給与費の状況（令和7年度一般会計予算）

区　　分 職員数（A）
職員給与費（千円） （B/A）

一人当たり
給   与   費

平均年齢
給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

一 般 職 69人 256,347 38,034 103,656 398,037 5,769 42歳

※特別職を除き、再任用職員を含む

（３）初任給の状況（令和7年４月１日現在）（単位：円）
区　　分 妹背牛町 国

一般行政職
大学卒 220,000 220,000

高校卒 188,000 188,000

（４）経験年数別・学歴別平均給与月額（令和7年４月１日現在）（単位：円）

区　　分
経験年数区分別平均給料月額

平均給料月額 平均年齢15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

25年以上
30年未満

一般行政職
大学卒 326,600 370,250 384,800 285,724 36歳3ヶ月

高校卒 274,300 309,500 381,500 337,408 43歳 4ヶ月

（６）退職手当の支給率
勤 続 年 数 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575 月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

（５）特別職の給料月額等（令和7年４月１日現在）

区　分
給料月額等

期末手当の支給割合
減額前 減額後

町 長 827,000円 744,300円
   ６月　2.3月分
 12月　2.3月分

職務上の
役職加算
措置：有

副町長 666,000円 612,700円

教育長 591,000円 555,500円

議 長 268,000円 268,000円
  ６月　2.3月分
 12月　2.3月分

職務上の
役職加算
措置：有

副議長 212,000円 212,000円

議 員 177,000円 177,000円

町職員町職員の給与給与・人数人数の概要概要
についてお知らせ致します

給与の状況
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（７）その他職員手当の状況
手　当　名 内　　　　　　　　　容

扶　養　手　当
・配偶者　3,000円　・子　11,500円　・父母等　6,500円
・配偶者のない者の扶養親族のうち1人 子11,500円、父母等6,500円
・満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人5,000円加算

住　居　手　当
・借家等で27,000円までの家賃を支払っている者は、16,000円を控除した額
・27,000円を超える場合、27,000円を超える額の1/2に11,000円を加えた額（限度28,000円）
・持ち家の場合11,000円

通　勤　手　当 ・交通機関利用者　支給単位期間の価額による一括支給
・自家用車等利用者の者（通勤距離2km以上）は、通勤距離に応じ2,000円～31,600円までの額

時間外勤務手当 ・正規の時間を超えて勤務した職員に支給（管理職は除く）

期末・勤勉手当 ・支給額　　6月（給料＋扶養手当）×230/100　　職務上の役職加算措置：有・支給月　 12月（給料＋扶養手当）×230/100

寒 冷 地 手 当 ・扶養親族の数などに応じて支給　月額 11,500円～29,400円

（８）部門別職員数の状況（各年４月１日）

職員数の状況

【お問い合わせ】
妹背牛町役場　総務課総務グループ
TEL0164-32-2411

年　齢 20歳未満 20 ～ 23 歳 24 ～ 27 歳 28 ～ 31 歳 32 ～ 35 歳 36 ～ 39 歳

人　数 2 ４ 9 7 3 6

（９）年齢別職員数の状況（令和 7 年４月１日現在）

年　齢 40 ～ 43 歳 44 ～ 47 歳 48 ～ 51 歳 52 ～ 55 歳 56 ～ 59 歳 60 歳以上

人　数 2 7 11 6 ７ 2

※再任用短時間職員を除く

◇各項目に会計年度任用職員は含んでおりません

区　　分 職　　員　　数 前 年 度 対 比

部　　門 令和5年 令和6年 令和7年 令和5年 令和6年 令和7年

一
般
行
政
部
門

議　　会 2 2 ２ 0 0 0
総務企画 14 15 15 0 1 0
税　　務 3 3 ３ 0 0 0
民　　生 12 12 11 △ 1 0 △ 1
衛　　生 8 8 9 △ 1 0 1
農林水産 5 ５ ５ 0 0 0
商　　工 2 2 ２ 0 0 0
土　　木 6 ６ ６ 0 0 0
小　　計 52 53 53 △ 2 1 0

教育部門 6 6 7 △ 1 0 1
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水　　道 1 2 2 0 1 0
下 水 道 1 1 １ 0 0 0
そ の 他 3 4 3 △ 1 1 △ 1
小　　計 5 7 6 △ 1 2 △ 1

合　計 63 66 66 △ 4 3 0


